
意見書案第１号 

 

 

選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出について 

 

 

上記の議案を宗像市議会会議規則第１４条第１項の規定により、次のとおり提出する。 

 

令和６年６月２６日 

 

宗像市議会議長 神谷 建一 様 

            

                    提出者 宗像市議会議員 新留 久味子 

                   賛成者 宗像市議会議員 笠井 香奈枝 

賛成者 宗像市議会議員 上野 崇之 

                   賛成者 宗像市議会議員 川内 亮 

                                                        

提案理由 

現行の民法では、結婚に際して、男性または女性の一方が、必ず姓を改めなければならな

いとされているが、女性の社会進出等に伴い、改姓による職業生活上や日常生活上の不便、

不利益、アイデンティティーの喪失など様々な問題点が指摘されている。少子高齢化が進む

現在では、一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まずに事実婚

を選択する人も少なくない。 

選択的夫婦別姓制度の導入は、男女が改姓による不利益を案ずることなく結婚・出産し、

老後も法的な家族として支え合う社会を実現することにつながり、少子化対策の一助にも

なる。さらに、法的根拠のある生まれ持った姓名でキャリアを継続できることから「女性活

躍」の推進にも寄与すると考えられる。 

よって、政府においては、男女が共に活躍できる社会実現のためにも、国会において積極

的に議論を行い、選択的夫婦別姓制度を速やかに法制化するよう強く求めるため、関係機関

に意見書を提出するもの。 

 

提出先  

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣（こども政策 少

子化対策 若者活躍 男女共同参画） 



選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書（案） 

 

選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称

することを認める制度である。 

 現行の民法では、結婚に際して、男性または女性の一方が、必ず姓を改めなければならな

いとされている。そして、現実には、男性の姓を選び、女性が姓を改める割合は９５％を超

え圧倒的多数である。 

しかしながら、女性の社会進出等に伴い、改姓による職業生活上や日常生活上の不便、不

利益、アイデンティティーの喪失など様々な問題点が指摘されている。少子高齢化が進む現

在では、一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まずに事実婚を

選択する人も少なくない。 

２０２１年（令和３年）に国が実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では、選

択的夫婦別姓制度の導入に賛成または容認すると答えた人の割合は、７１.１％で、反対す

る人の割合２７.０％を大きく上回ったことが明らかとなった。 

さらに、２０１５年（平成２７年）１２月と２０２１年（令和３年）６月の最高裁判所大

法廷においては、現行の夫婦同姓規定は合憲と判断されたが、同時に選択的夫婦別姓制度に

ついて「合理性がないと断ずるものではない」とし、制度の在り方は国会で論ぜられ判断さ

れるべきとされた。国会においては、１９９６年（平成８年）と２０１０年（平成２２年）、

それぞれ改正法案まで準備はされたが、いずれも国会に提出されるには至っておらず、国会

での議論は進んでいないと言わざるを得ない。 

選択的夫婦別姓制度の導入は、男女が改姓による不利益を案ずることなく結婚・出産し、

老後も法的な家族として支え合う社会を実現することにつながり、少子化対策の一助にも

なる。さらに、法的根拠のある生まれ持った姓名でキャリアを継続できることから「女性活

躍」の推進にも寄与すると考えられる。 

よって、政府においては、男女が共に活躍できる社会実現のためにも、国会において積極

的に議論を行い、選択的夫婦別姓制度を速やかに法制化するよう当市議会は強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   

   令和６年  月  日 

   

                    福岡県宗像市議会議長 神谷 建一 


